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2006年 7月 14日 
報道関係各位 

 
金融庁による業務改善命令について 

 
 
シティバンク、エヌ・エイ在日支店（以下「シティバンク在日支店」）は、本日、金融庁より業務改善命令を受
けました。（業務改善命令の全文は、添付 A）これは、個人金融本部及び法人金融本部においてそれぞ
れ発生した、顧客取引に係る計 2件のシステム障害に関連するものです。このシステム障害は、シティバ
ンク在日支店がシステム関連の業務委託を行っているシンガポールの拠点にて発生したものです。（シス
テム障害の詳細については、添付 B及び添付 C） 
 
シティバンク在日支店は、このたびの事態を真摯に受け止め、お客様をはじめとする、関係各位にご迷惑
をおかけいたしましたことにつき、深くお詫び申し上げます。 
 
最終的な経営責任を明確にするため、シティバンク在日支店チーフ・エグゼクティブ・オフィサーは、報酬
の 1ヶ月分の 10％を自主的に返上します。チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼チーフ・アドミニストレ
イティブ・オフィサー及び個人金融本部長代行も同様に自主的に報酬を返上し、さらにシティバンク在日
支店及びシンガポールの拠点における計 10名の関係職員についても、適切な社内処分を行います。 
 
今般の改善命令に従い、当行は業務改善計画を2006年 8月 14日までに金融庁に提出いたします。ま
た、再発防止に向け、指摘を受けた問題に対し必要な改善を実施してまいります。 改善計画の骨子は下
記の通りです。 
 

記 
 

業務改善計画の骨子 
 

・ 経営管理及び内部管理態勢の強化 
シティバンク在日支店全体にわたる統括的な監督体制を強化すると同時に、オペレーション及びテク
ノロジー分野の監督強化のために人員を増強する。 
 
・ システム機能の包括的な見直し 
シティバンク在日支店に関係する全てのシステム開発及び運用状況について、開発方法、組織、業
務委託管理等の観点から総点検した上で、中長期的システム強化方針を策定する。 

 
・ 障害発生時への対応計画の内容の強化 
システム関連の障害の発生に備え、顧客への迅速な対応を含む、シティバンク在日支店全体の包括
的な障害発生時への対応計画の内容を強化する。 
 

以上 
 

なお、今般の業務改善命令は当行顧客との取引に影響を及ぼすものではなく、個人金融本部及び法人
金融本部は通常通りのサービスを提供しております。 
 

シティバンク在日支店は、今般の事態に至りましたことを深く反省し、お客様をはじめとする関係各位に重
ねてお詫び申し上げます。 
 

＃＃＃ 
 

本件に関するお問い合わせ先： 
シティグループ、コーポレート・アフェアズ 
Tel: 03-5462-6703 
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添付 A （金融庁発表文）  
 
 
Ⅰ．命令の内容 
 
 銀行法第４７条第２項、第３項及び第２６条第１項に基づく命令 
 
１．当支店のシステム開発・運用、データ処理・計算及び関連する業務の運営にかかる監督・管理体制を
整備するため、以下の観点から、現行の当支店の経営管理、内部管理、並びに、外部業務委託（及び
外部再委託）による業務運営の態勢（人的構成と体制の構築を含む。）を抜本的に見直し、再整備する
こと。 
 
（１）システムリスク管理態勢にかかる経営姿勢の明確化 
（２）役職員のシステムリスクに対する認識と理解の徹底 
（３）当支店の経営委員会の組織・機構及び運営方法の見直し、並びに、監督・責任体制の適正化（当支
店の経営及び業務運営にかかる経営委員会の位置付け、役員構成、運営方法、業務本部制による
縦割りの統括と執行体制の見直し、並びに、各経営陣の統括・執行権限の適正化と責任の明確化を
含む） 
（４）当支店として求められる業務水準に合致したシステム開発・運用及び内部管理業務を統括する監督・
執行体制の構築、並びに、責任分掌体制の明確化（国外の外部業務委託に依拠した現行の業務運
営及び責任分担の抜本的な見直し、並びに、国外での業務委託内容や規模等に見合う十分に強固
な内部管理態勢の整備を含む） 
（５）システム障害等の発生に際して、迅速かつ適切な対応を可能とする内部管理態勢及び業務手順等
の整備（障害等の影響やリスクの発生を十分に考慮した顧客に対する的確な説明と対外公表のため
の態勢の整備を含む） 
（６）システムリスクに関する実効性ある内部監査及び第三者評価の徹底 
（７）関係する役職員の責任の所在の明確化 
 
２．上記１．並びに、当支店のシステム障害の発生原因や影響等に関する特別調査及び内部監査等の実
施結果を踏まえた再発防止策と業務の改善計画（再発防止と改善を着実に実施するための行内の管
理態勢の整備及び実効性確保にかかる責任の分担の明確化を含む。）を平成１８年８月１４日までに提
出し、直ちに実行すること。 
 
３．上記２．の実施後、再発防止策と業務の改善計画の実施完了までの間、平成１８年１２月末を第一回
目とし、以後３ヵ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月１５日までに報告すること。 
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Ⅱ．処分の理由 
 
１．個人金融本部では、平成１８年５月８日（月）の営業終了後に行われる夜間の自動バッチ処理の作業
時に、本来、５月３～８日分の取引データについて処理すべきところ、誤って既に処理を終えていた５月
２日分の取引データを重複処理したため二重入出金が発生し、同時に、５月３～８日分の顧客取引が
未記帳・非表示となる勘定系システムの障害が起こり、顧客の口座取引や決済に混乱や支障が生じた。
障害の影響は、円又は米ドル建て普通預金等を有する約9 万 7 千顧客（約１０万口座）に及んでいる。 
 
２．また、法人金融本部では、平成１８年６月２３日（金）、顧客がリアルタイムにキャッシュ・バランスを管理
するグローバル・キャッシュ・マネジメント・サービスなどの運用を司るシステムの夜間のバッチ処理が適
正に行われず、６月２２日付け入出金取引の一部が二重表示、或いは、非表示となるシステム障害が発
生した。障害の影響は、２２日付け取引分約２，２００件のうち約１，９００件（利 用顧客数約２００社）に及
んでいる。 
 
３．上記のシステム障害は、いずれも当支店が業務委託を行なっているシンガポールのシティグループの
開発部門及びデータ処理センターにおいて発生しているが、当該開発部門では、個人金融本部の顧
客の口座取引処理システムの開発と移管を行うにあたり、実際の稼動環境や条件を満たせない開発作
業等を行っていたために、基本的なプログラムの不具合がシステムの誤作動や上記の障害を発生させ
ていること。 
また、データ処理センターでは、法人金融本部のシステム（ハード・ディスク）に故障が発生し、その
際の復旧作業において、基本的なバックアップ処理方法を誤るという初歩的な原因により障害が発生し
ていること。 
 
４．データ処理センターでは、平成１６年２月、当支店の顧客情報を大量に紛失する事故が発生し、当支
店の顧客情報管理と外部委託先に対する監督・管理態勢に問題が認められ、銀行法に基づく業務改
善命令を受けていた。今般の一連の障害発生において、当支店の基幹業務システムの開発や運用を
国外において大規模に外部委託しているにもかかわらず、これに見合う適正な監督・管理態勢（人的構
成と体制）が当支店には整備されていない問題も顕在化していること。 
 
５．一方、当支店では、システム障害の顧客に与える影響、並びに、障害発生後の顧客のリスクの拡大を
十分に考慮した適時・適切な状況判断と対応が行われない業務運営上の問題や、システム障害の発
生に迅速に対応する体制や管理手順も適切に整備されていない現況が認められていること。 
 特に、営業・業務部門に対して、当支店の内部管理を統括する執行責任者が迅速かつ適切な指導・
監督を行うための権限・責任分掌体制が整備されていないこと。 
 
６．また、当支店における最上位の意思決定機関である経営委員会では、基幹システム等の開発・移行
判定、障害発生時の対処方針や顧客対応など、経営上の重要決定事項について、統括的な検討や協
議が行われず、営業・業務部門に対する監督や牽制が発揮できない組織運営上の問題が認められる
こと。 
 
７．上記のとおり、当支店のシステム管理態勢にかかる業務及び組織運営の問題がシステムの不具合と
障害の発生を招いており、当支店及びシンガポールの外部委託先による一連の障害発生への対応状
況や経営関与の実情等に鑑みれば、当支店の自主的な取組みに委ねたのでは、確実な改善を図るこ
とは出来ないと認められること。 
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添付 B 

シティバンク在日支店個人金融本部の顧客取引に係るシステム障害について 
 
個人金融本部において、2006年 5月 8日夜間、顧客の口座をシステム間で移管する単発のプロジェクト
後にシステム障害が発生し、5月 9日の顧客取引に影響があった。 
 
影響 
およそ 10万口座が以下の影響を受けた。 
 
①二重記帳 
5月 2日に顧客が行った 69,600件の入出金取引が、5月 9日午前 6時から5月 10日午前 9時 30分頃
までの間、二重記帳された。 
 
②取引残高の未反映 
5月 3日から5月 8日に顧客が行ったおよそ 205,000件の入出金取引が、5月 9日午前 6時から5月
10日午前 9時 30分頃までの間、取引履歴に反映されなかった。 
 
③影響を受けた取引口座 
・ 円普通預金 
・ 円当座預金 
・ 米ドル普通預金 
・ アドバンスマネー 
・ インターナショナル・ローンカード 

 
原因 
個人金融本部は、システム開発をシンガポールの拠点に業務委託しているところ、口座移管プロジェクト
において、シンガポールの拠点のシステム開発担当者が実施したテストが不十分であった。このため、5月
8日夜間のバッチ処理が誤った順序で行われるという、不具合を生ずる結果となった。 
 
復旧 
5月 10日午前 9時 30分頃、復旧が完了した。 
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添付 C 
 

シティバンク在日支店 法人金融本部の顧客取引に係るシステム障害について 
 
法人金融本部において、2006年 6月 22日の夜間バッチ処理におけるシステム障害により、6月 23日の
顧客の取引明細に影響があった。 
 
影響 
法人金融本部の顧客がリアルタイムにキャッシュ・バランスを管理するキャッシュ・マネジメント・サ－ビスに
おいて約 200顧客、1,900件の取引が以下の影響を受けた。 
 
①6月22日、夜間バッチにおいて処理された取引の一部が、翌6月23日の取引明細に反映されなかった。 
 
②6月22日、夜間バッチにおいて処理された取引の一部が、翌6月23日の取引明細に二重に表示された。 

 
なお、障害の影響は当行法人金融本部の顧客に限定される。 
 
原因 
法人金融本部がデータ処理を業務委託しているシンガポールの拠点において、6月 22日の夜間バッチ
処理中に、ハードディスク（記録媒体）に機械上の障害が発生し、手作業による復旧作業を実施したもの
の、その処理に誤りがあり、ハードディスクの障害が復旧されないままであった。その結果、夜間バッチ処
理において不適切な取引データを使用して処理が行われ、障害が発生した。 
 
復旧 
シティバンク在日支店は、影響を受けた顧客に個別に通知した。システムは6月24日午前2時までに復旧
が完了した。 
 
 


